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改憲案取りまとめ論議、詰めの段階に 
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11月の党大会で改憲案を発表するとしている自民党は、改憲案取りまとめに向け
た詰めの作業をおこなっています。焦点は 9条 2項を改悪し海外での武力行使を自
由にすることにありますが、国民の批判をできるだけやわらげるための表現の仕方

に関心が集中しています。他の改憲政党、財界もこの動きにならおうとしています。 
                

7月に改憲要綱試案発表へ 
 【自民党】 新憲法起草委員会の諮

問会議は、４月にまとめた小委員会要

綱をもとに論議をおこなっています。  
焦点の９条に関しては、第２項で、

自衛、国際の平和と安定のための自衛

軍の保持を明記するが、集団的自衛権

については容認するものの、「自衛」に

含まれるものとして明文化しないこと

で一致しています。なお、自衛軍」は

たんに「軍」とすべきとの意見も出さ

れています。 
天皇の規定は現行のまま、前文で天

皇制に「言及すべきでない」との意見

も出されています。また、憲法改正の

発議要件を３分の２から過半数に緩和

することが話し合われています。 
 これらの論議を踏まえ、７月 7日に

起草委員会の小委員長会議を開き、要

綱に基づく試案を提示することにして

います。 
 【公明党】 6月 2日に開かれた外
交・安保部会で、赤松正雄部会長は、

憲法 9条に関して、現行の１、２項は
そのままとしたうえで、新たに設ける

３項で自衛力保有を明記する、という

部会長案を示しました。 
 

集団的自衛権容認の立場に 
【日本商工会議所】 16 日、「憲法
問題懇談会報告書」を発表しました。 
 焦点の９条については、第１項はそ

のまま、第２項については、「自衛権を

保持することを明記すべきと考える。

その当然の帰結として、自衛のための

『戦力の保持』を明記する」としてい

海外での武力行使自由化が焦点 



ます。 
 昨年 12 月の中間報告で態度を保留
していた「集団的自衛権」に関しては、

「本来、それが自衛権の中に含まれる

というのが国際法上の常識であり、自

衛権を明記する以上、集団的自衛権を

当然保有していると考えるべきである。

（国際政治軍事情勢の実情を勘案すれ

ば、個別的自衛権のみに頼るのではな

く、他の友好国と共同して侵略の危険

に対処したほうが平和維持の観点から

効果的である。）としています。自民党

新憲法制定本部と同じ理由を掲げ、公

然と集団的自衛権を容認する態度をう

ちだしたことになります。 

ＥＵ調査で国民投票に恐怖 
中山太郎・衆院憲法調査会長と保岡

興治・自民党憲法調査会長は５月 28
日から６月３日まで、フランス、オラ

ンダでおこなわれたＥＵ憲法批准の国

民投票を視察しました。「憲法改正手

続法案の策定にはずみをつけるのが目

的だった」といいます（「東京」６月

19 日）。批准が否決されたことについ
て、中山氏は記者会見で、「われわれが

経験したことのない形。はっきり言っ

て怖い。（議会の多数を占めている）と

思い込んでしまった、シラクの二の舞

になる」と語りました（同前）。 
６月 15 日の自民党憲法調査会で報

告した際にも、出席者からは、「『（積

極的な）判断材料をいかに国民に提供

できるかを考えないといけない』と、

欧州連合（ＥＵ）になぞらえて憲法改

正の実現を危惧する声も上がった」

（「毎日」６月 27日）といいます。 

調査団の報告書では、フランスでま

だ投票が行われている最中に、ギャリ

ー・デジャン区長（与党・国民運動連

合）がおこなった次の発言を印象深げ

に紹介しています。 
「今回の国民投票に関しては、政府、

与党、主要政党はすべて賛成の立場で

あるが、仮に反対派が勝利したとすれ

ば、何という驚きだろう。近い将来、

日本で最初の国民投票が行われること

になると思うが、ひとつアドバイスさ

せていただきたい。それは、問題を簡

潔に提起することが大事だということ

である。欧州憲法条約の問題提起は、

非常に複雑で、反対派は条約ではなく、

別の問題で反対投票している」 
９条改憲賛成は国会内では多数です

が、現在でも各種世論調査では９条改

憲反対が多数を占めており、運動が広

がって関心が高まれば国民投票で否決

されることへの恐怖です。 

各地の動きから 
 【茨城】 憲法ネットいばらき（憲

法会議）は昨年７月の総会いらい「連

続憲法学習会」を開いてきました。第

１回は「映像によるイラク報告」、第２

回は「教育基本法改悪の動きを斬る」、

第３回は男女共同参画に対する逆流と

憲法改悪の流れ」、第４回は「改憲で問

われるジャーナリズム」をテーマに、

40余人から 80余人が参加し、いずれ
も好評です。 
 第５回は本年度の総会に先立って

「全国で広がる憲法を守れの声」をテ

ーマに中央憲法会議の川村俊夫事務局

長が講演しました。 


